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別記１ 

 次に掲げる対象活動ごとの単価に、環境保全型農業直接支払交付金実施要綱（平成 23 年４月１

日付け 22 生産第 10953 号農林水産事務次官依命通知）別紙第１の３の対象農地に係る作付けの面

積を乗じて得た額を上限とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対象活動 交付単価  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５割低減の取組と炭素貯留効果の高い堆肥の水質保全に資する施用を組

み合わせた取組 

3,300 円／10a 

５割低減の取組とカバークロップを組み合わせた取組 4,500 円／10a 

５割低減の取組とリビングマルチ（小麦・大麦・イタリアンライグラス

以外の種子を使用する場合）を組み合わせた取組 
4,050円／10a 

５割低減の取組とリビングマルチ（小麦・大麦・イタリアンライグラス

の種子を使用する場合）を組み合わせた取組 
2,400円／10a 

５割低減の取組と草生栽培を組み合わせた取組 3,750円／10a 

５割低減の取組と不耕起播種を組み合わせた取組 2,250円／10a 

５割低減の取組と長期中干しを組み合わせた取組 600円／10a 

５割低減の取組と秋耕を組み合わせた取組 600円／10a 

有機農業（農林水産省生産局長が別に定める作物以外）の取組 

(このうち、炭素貯留効果の高い有機農業を実施する場合（注）に限り、

1,500円を加算) 

9,000円／10a 

有機農業（農林水産省生産局長が別に定める作物）の取組  2,250円／10a 

５割低減の取組と「フェロモントラップと耕種的防除を組み合わせた害

虫防除技術」を組み合わせた取組 
4,500円／10a 

５割低減の取組と冬期湛水管理（有機質肥料施用、畦補強等実施）を組

み合わせた取組 
6,000 円／10a 

５割低減の取組と冬期湛水管理（有機質肥料施用、畦補強等未実施）を

組み合わせた取組 
5,250円／10a 

５割低減の取組と冬期湛水管理（有機質肥料未施用、畦補強等実施）を

組み合わせた取組 
3,750円／10a 

５割低減の取組と冬期湛水管理（有機質肥料未施用、畦補強等未実施）

を組み合わせた取組 
3,000円／10a 

注 土壌分析を実施するとともに、炭素貯留効果の高い堆肥の水質保全に資する施用、カバークロッ

プ、リビングマルチ又は草生栽培のいずれか１つ以上を実施する場合。 

 

 

 


